
 

船舶事故調査報告書 

平成２９年３月１６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（護岸） 

発生日時 平成２８年７月３１日 １２時４０分ごろ 

発生場所 東京都千代田区神田川三崎
み さ き

橋付近（西詰
にしづめ

護岸側面） 

 二ノ橋三等三角点から真方位３１１°４,５５０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°４２.１′ 東経１３９°４５.０′） 

事故の概要 水上オートバイＳ Ｔ Ｘ
エスティーエックス

－１５ｆ
エフ

は、河川を航行中、護岸に衝突

した。 

事故調査の経過 平成２８年８月１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

水上オートバイ ＳＴＸ－１５ｆ、０.１トン 

２３０－５４２８２東京、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船首部に亀裂及び破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ３、視界 良好 

水象：川面 平穏 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、神田川を西進した後、神田川三崎

橋付近で日本橋川に入った際、護岸に衝突した。 

分析  

 

 本船は、神田川を西進した後、三崎橋付近で日本橋川に入った際、

護岸に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が神田川を西進した後、三崎橋付近で日本橋川に入

った際、護岸に衝突したものと考えられる。 

 


